
岡本●　僕はもともと TV の仕事から IT に行
って、そこから農業に入っていき、20 数年農家
をやってます。農家をやっていく上で種って大
事なんですが、僕のやってる農業は特殊で、農
薬だけでなく肥料を使わないんですが、それに
は種がよくないとだめなんです。そして今の農
業だと例えばたくさん採れるとか、形が揃って
いてきれいであるとか、病気に強いとか、そう
いう基準でいい野菜悪い野菜って言うんです
が、ぼくらの場合は日本の環境に合ってる野菜
というか、僕でいうと郡上（岐阜県）で育つ野
菜の種がいい種なんです。しかも農薬を使わな
いので虫や病気に対しての抵抗力があるとい
うこと。それは自分自身の力で抵抗するという
ことです。今のような品種改良によって強くし
ているということではなくて、自らの自己治癒
力みたいなのを持っている。つまり子孫につな
がっていく遺伝子が強いというところがポイ
ントです。だから自家採種して、安全で安心で
きる野菜を作っていくというのが基本です。

TPP の 12 というのが持ち上がったときに
（今の TPP11 ではなく）不穏な動きがありまし
て、その頃から種の権利、いわゆる知的財産権
の強固な取り組みをしようというのが見えて
きたんです。当然種に知的財産権が存在してい
て、法律の改正とか条約の締結によって自家採
取自体も危うくなるんじゃないかといううわ
さが昔からあったんです。それはもう 15 年ほ
ども前の話ですが、アメリカがそういうスタン
スを見せてきたときに、日本に遺伝子組換えの

作物がたくさん輸入されていて、そういうもの
の知的財産権が強固であることを知って、アメ
リカの開発した種ですから、おそらくそのこと
を言ってるんだろうと考えて、遺伝子組換えの
ことを調べるようになったんです。

そこにモンサントとかダウケミカルとかシ
ンジェンタとかバイエルという企業の名前が
出てくるようになって、バイオテクノロジー企
業が種の権利を掌握しようとしていることが
見えてきたんです。

その裏にはもうストレートに食料支配とい
うのが考えられて、日本という国は第二次大戦
の時代からかなり支配されてきたわけです。金
融面や様々な経済的な面でもそうですけど、食
べものという面ではこの国を従属させるため
の一つの企みであると考えると、種を支配する
ということは当たり前のように経済政策とし
てやってくるだろうと。そして案の定、種に特
許がついてるわけです。つまり種採りを禁止す
るということです。

ＴＰＰのことでは民主党の農林水産大臣だ
った山田正彦さんが大騒ぎされてる。彼はアメ
リカが何をしようとしてるかということをも
ちろん知ってるわけです。で、ぼくらの農業を
守ろうとしたわけです。たとえば生活を保障す
るために所得保障制度をつくったんです。そう
いう保障があると農業をやりやすくなるので
ありがたいなーと思ったんですけど、アメリカ
にとってはよろしくないんでしょう。なので安
倍政権になって案の定そういう保障制度はど

んどんどんどん衰退していって、補助金も減り
減反政策も無くなり、どんどんアメリカが入り
やすい農政に変わってきたんです。僕からする
とそういうふうに見えます。

政府は、日本の農産物を海外に売って日本の
農業を強くするんだと言ってるけれども、結果
的にはぜったい逆になるだろうと思います。ア
メリカは権利主義が徹底してますから、現状で
農業の門戸を開いてしまうと入ってくるだけ
でこっちから出るのは難しいと感じるんです。
現場にいて。

農協さんとか農薬・肥料の関係の人と話し
ていても、今まで農協がコントロールしていた
シェアもアメリカの大企業に少しづつ奪われ
つつあると感じています。安倍政権に変わって
からの農政は完全にアメリカ主導型の農政を
やっている。

■ 種苗法とは？

日本の種に関する知的財産権というのは種
苗法っていう法律で決まってるんですが、その
法律の中では特許のことには一切触れていな
い。つまり種に対して特許をかけるという前提
がないんです。

まず種苗法ってどういうものかというと、種
を開発したものに対して権利を与えるという
ことなんですが、その権利というのは種をつか
って商売をすること、つまり種の販売とか譲渡
とか増やして市場に広めるとか、そういう権利
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を種苗会社に与える。つまり業として種を扱う
権利なんですが、農家が種を採ることは禁止し
てないんです。なぜかというと、種を作ったの
は決して種苗会社ではない。種というものは自
然がつくってきたもので、種苗会社は種を交配
させて新しい性格をもたせただけで、元の遺伝
子に関して権利を主張することはできないの
で、農家が種を採ることは当然許されるべきで
あるという考え方なんです。

この種は誰のものでもないというのは世界
的にもそういう考え方があるんです。だから日
本の種苗法では農家の種採りは今まで一切と
がめられなかったんです。

ただし、誤解ないように言っておきますと、
種には品種登録されたものと、登録されてない
一般品種という二種類の種があって、種苗法で
言ってるのは品種登録された種のことであっ
て、一般品種というものは一切の法律が存在し
てないんです。いわゆる在来種、固定種、そし
て交配種であっても申請をしてないもの、それ
から申請して権利が認められたけれども権利
の期間が終わってるもの。それを一般品種とい
うんです。世の中に出回ってるほとんど種はこ
ちらなんです。

そして登録品種というのは企業が種を交配
させてつくりだし、その権利を農林水産省に申
請して、新しい形質をもつ品種であると確認で
きたら権利を与える。種苗法ていうのはこっち
の登録品種のことを扱ってるんです。で、登録
品種であっても、現状では農家の種採りは許さ
れてるんです。ただし農家が採った種を誰かに
売って商売することは許されない。あるいは種
を海外に持ち出すことは許されない。

それから一般品種と言われるもの。市場に出
回ってる多くのものはこれなんですけど、これ
については権利を主張する者は誰一人いませ
んので、それをどのように増やそうが販売しよ
うが問題視されていません。条件はありますけ
ど。そのへん誤解がちょっとあるので、登録品
種と一般品種を分けて考える必要があります。

いずれにせよ、種苗法っていう法律の上で
は、登録品種であれ一般品種であれ、農家が種
採りをして使うことは現状では許可されてい
る。で、禁止されているのは、登録品種の中の
種を採った場合に、自分で使うんではなくて他
の人に使わせるのは禁止されているんです。売
るだけで無く譲渡もだめです。なぜかというと
種苗会社が売る機会を失ってしまうからです。

■ Ｆ１品種、雄性不稔性とは

── Ｆ１品種がいま多いみたいですが、Ｆ１
の種は採れないわけですね？

●それも大きな誤解があるんです。雄性不稔性
ていうんです。それを正確に説明しようとする
と時間がかかってしまうんですが、世の中に出
回ってる情報というのはおそらくほぼ間違っ
てるんです。

雄性不稔性をつくる技術に関しては権利が
ありますが、雄性不稔性で作られたものに権利

があるということではないんです。
そして不稔性は種ができないと思われてるん
だけど、しっかり種ができる。たとえばトウモ
ロコシの雄性不稔性とかあるんですけど、トウ
モロコシは種をつけなかったら収穫できない。
トウモロコシの食べる部分は種ですから。だか
ら不稔性のトウモロコシでも、種を蒔いてつく
るとちゃんと種ができて収穫できる。

つまり不稔性は種ができないというのも情
報として間違いですし、ミトコンドリアを壊し
てるというのも間違い。野生種と掛け合わせる
ことによって、そういう性質を表に出してきた
というだけです。

でも、だから問題がないと言ってるんじゃな
くて、不稔性を栽培種は持ってなかったのを、
交配することによって遺伝子の中に入りこむ
わけです。するとそれがいつ出てくるかわから
ないという怖さがある。現実にだいたい 5 回に
1 回くらい不稔性が出てくる。こういう爆弾の
ような状態を栽培種に持たせると栽培種は消
えてしまう。栽培種に不稔性が入ると、食べも
のが無くなってしまう。えらいことになりま
す。だからこういうものは広めるものじゃな
い、やるべきじゃないという原理的な問題が出
てくるんです。僕らも不稔性というものは反対
していて、やめるべきだと言ってます。

■ 種を採る権利

もう一つ世の中で大きな勘違いされてるこ
とがあって、種子法の廃止によって自家採種が
禁止されるというのは間違いです。種子法とい
うのは 1952 年につくられた法律で、もともと
は日本の食糧を守るためにつくられたんです。
その 10 年前の 1942 年に、食糧管理法（食管
法）という法律ができたんです。その 1 年前に
戦争が起きて、東条内閣が、日本を守るために
は食糧を守らなければいけないと。農家は戦争
に行ってしまうとか米が足りなくなってくる
とどんどん高くなって売り惜しみが始まると。
そうなると日本国民は飢えてしまって、戦争に
勝てない。なので日本の主食である米と麦を国
が全部管理しようという法律です。その後大豆
も加わったんですけど。だから農家に種を渡し
てつくらせて、つくったら全部買い上げて、そ
れから値段を決めて国が売るというものです。
その 10 年後に、戦後の吉田内閣の時、それまで
は食糧の流通だけを管理していたのが、農家が
減り種を残す人がいなくなってきたので、アメ
リカが入ってきてアメリカが米や麦の種を支
配してしまったら困ると。それで日本の国力を
上げて日本の種を守ろうとして、主要農作物種
子法というのがつくられたんです。そして種子
法というのは国が、あるいは県とか行政が税金
をつかって種を守りなさい、種を開発して農家
に分配しなさいというものです。あとから大豆
がくわわり、その 3 本立てでつくったのが主要
農作物種子法です。

これは行政に課した法律であって、種の権利
に関しては一切関係ない。自家採種についても
一切書いてません。それに米と麦と大豆だけな

んです。野菜は関係無い。
これによって日本ではずーっと国によって

米麦大豆が守られてきて、日本の食糧は安定し
てきたんだけど、１つだけ大きなデメリットが
できてしまった。それは何かというと、農協が
一社独占してしまったんです。つまり県の試験
場で開発してつくった種籾は、農協経由でしか
販売しなかった。そしてその中で奨励品種とい
うのをつくったんです。この品種は少し高く買
いますよと。この奨励品種制度をつくることに
よって、県が開発した米しか農家がつくらなく
なった。そして奨励品種は農協経由でしか買え
ないから、みんな農協から買って農協に納める
ようになった。

まあ農協というのはもともと国の特別法人
で国がやってるようなものだったんだけど、ど
ういうことが問題になったかというと、今まで
はずっと民間の農家が種を採ってはつないで
きたのに、これが違法になっちゃった。なぜ違
法になるかというと、自分たちが種を採って売
るとなったら食管法で自由に売ってはいけな
いことになってる。国がまとめて買い上げて売
るので、一般の人に直接売ってはいけない。こ
れは闇米と言われたんです。つまり、一般農家
がつくったものは農協では売らない。農家は一
生懸命種を採って米を作っても、売り先がな
い。で、こっそり売ったら違法です。ですから
農家はもう種採りをやめちゃったんです。ぜん
ぶ農協からいただく米と麦と大豆の種をつか
ってつくり販売する。これが農協の力を増大す
ることになった。まあ増大して悪いかという
と、そうでもないかもしれません。だけど TPP
のときに、アメリカが入ってこようとすると農
協が寡占状態なので、あれなんとかしろよと。
すると現・安倍政権はアメリカ寄りですから、
わかったと。じゃあ農協をすこし弱体化しよう
ということで農協解体という話しが出てきた
んです。農協は全国にたくさんありますが、そ
れを上で管理している全国農業協同組合中央
会（全中）というものがあって、今までは特別
法人だったのを一般社団法人にしてしまった。
つまり一企業にしてしまった。そうすると国が
守る必要もないので、民間企業との平等な競争
が起きると。アメリカが入りやすくなる。まず
何をやったかというと、今まで農協が独占して
きた農業資材、農薬、肥料、種とかの流通も海
外企業ができるように法律をつくった。そし
て、この流れの中に種子法廃止が出てきたんで
す。アメリカにとっては種子法がじゃまなの
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で、2018 年
の 4 月 に な
くなったんで
す。

それで外資
系の企業、三
井化学とか住
友化学アグリ
とか日本モン
サント社、こ
ういうところ
が売りやすく

なったんだけど、売るときに企業は契約書を交
わすわけです。農協は販売証明書は出しますけ
ど、契約書を交わさなかった。そして証明書を
持ってる人の米は買い取ってたんです。でも企
業は契約書を交わす。なぜかというと、企業は
権利社会だから、この種は勝手に採って増やす
なという契約書を交わすわけです。利益を回収
しないといけないから、勝手な自家採種を止め
たいわけです。

これが自家採種は禁止されるんじゃないか
といううわさの元です。だから僕らとしても企
業の種を使うのは危険だと言ってるのは、種を
採る権利を奪われるということは、食糧支配に
つながるからです。自家採種できる種でつくら
ないと、そのうちアメリカのパテントだけで占
められてしまうということを言ってるんです。
だから大きな間違いではないんだけど、種子法
が無くなることによって海外から入ってきた
ものは自家採種禁止の契約になってしまうの
で危険ですよということです。

種苗法っていう法律の中では種を採ってい
いと言いましたが、作物をふやしていくには種
以外の方法があるんです。それはたとえば挿し
木をするとか、種イモで増やすジャガイモやイ
チゴみたいにランナーを切って植えるような
増やし方は栄養繁殖というんです。で、いま世
の中で人気のある花系では挿し木のものがす
ごく多いんです。果樹もそうです。こういう栄
養繁殖のものは種と繁殖のしかたが全く違っ
ていて、種の場合、種採りをしていくとどんど
ん変化していくんです。先祖返りって言うんで
すけど、もともと交配させたものって種を採る
と昔の形質が出てくるんです。僕がおばあちゃ
んに似てるとかひいおじいちゃんに似てるみ
たいなことが出てくるわけです。ですから必ず
しも同じものができるわけではない。ところが
栄養繁殖というのはクローン栽培なので遺伝
子が一緒なんです。企業が開発した特殊な性質
が遺伝子の中に持ってるので、完全なクローン
をつくること自体は日本国内でもある程度禁
止されている。ある程度というのは全部ダメで
は無くて、これとこれとこれだけは止めてくだ
さいねということです。種子繁殖はぜんぶ
100％オッケーなんです。

栄養繁殖のうちほとんどは花で野菜は 30％
くらいしかないんですけど、登録品種の 356
種類については増やしてはいけないと決めら
れています。

■「たねのがっこう」

ここでまた問題がでてきたんです。それは海
外に種（または栄養繁殖のもの）を持ち出すこ
とについてで、種苗法というのは国内法だか
ら、種苗法では裁きようがない。ただ日本は多
くの国と条約を結んでいて、UPOV（ユポフ）条
約の中で登録品種を海外に持ち出すことを禁
止している。そしてこの UPOV 条約では登録
品種の自家増殖、種子繁殖も栄養繁殖もすべて
原則的に禁止している。そこで国内法の種苗法
では OK としているものが UPOV 条約では禁
止されていて矛盾しているので日本政府は困
る。現実にアメリカとヨーロッパは国内法を改
正してるんです。登録品種については UPOV
条約に合わせて基本禁止です。そんなことから
日本も種苗法を改正しようという議論が出て
いて、これが今国会で審議されてるんです。

これがほんとに決まってしまうと、登録品種
が自家採種できないというだけで、世の中の風
潮としては種採りがどんどん無くなっていき
ます。採ったら 1000 万以下の罰金らしいよと
か、間違った情報がどんどん広がっていくの
で。一般品種でふつうに栽培してるものではそ
んなことあり得ないんだけど、そういううわさ
が流れていくと自主規制が現実に始まってい
るんです。そうなってくると、はっと気づくと
一般品種というのが無くなって途絶える可能
性があるんです。すると世の中には登録品種し
かなくなっちゃいますよね。そうなるとほんと
うに何も種が採れない世界になってしまうか
もしれない。そこまでいかないかもしれないけ
ど、可能性があるわけですよ。

そうならないために、僕は声を大にして言い
たいのは、今は種が採れるんだから、種を採っ
て残しましょうと。それでシードバンクを始め
たんですが、そこに種を登録して置いておきま
しょう。すると種苗法が改正されても、ここに
ある種をまた増やして行きましょうと。そうい
うことで「たねのがっこう」を始めたんです。
これは 2 年前（2018 年）の 4 月にはじめまし
た。今は 1 年半ほどたちましたが、うちのとこ
ろではまだ 300 とか 400 くらいです。でもい
ろんなところでシードバンクされてるので、そ
れを合わせるとたぶん数千はあると思います。
これは国のとはちがって民間がやってること
が大事なんです。

そして「たねのがっこう」では、栽培を学ん
でもらいたいと思ってます。種を残したいと思
っても栽培の仕方がわからないとできないで
す。それに 300、400 と増えてきた種を僕一人
ではつなげないです。なのでいろんな方に持っ
て帰ってもらって、種を採って更新してもらう
ということをやりたいので、栽培技術を学ぶと
いう活動もやってます。

うちの種は会員になってもらえれば無償で
す。さいきんはスペルト小麦（古代小麦）が広
がってきてて、昔はごく一部の人しかやってな
かったけど、うちで種を増やしてばらまいたん
です。そういうふうに昔の品種をどんどん増や
していきたい。専門的な在来種の保存会にまか

せるんじゃなく、素人が種を残せるようなやり
方でやっていきたいんです。

■ 遺伝子組換えの権利

今まで育成者権というのがあったんです。そ
れは種を育成してそれをもとに商売をするわ
けですが、ゲノム編集とか遺伝子組み換えにつ
いては権利が全く違ってくるんです。

遺伝子組み換えについてはWTO（世界貿易
機関）が管轄してますから、平たい言い方をす
ると世界特許です。特許というのは複製を一切
禁じますから、毎年パテント料を払って作る必
要があります。これは完全に自家採種禁止です
から、この種が世の中のほとんどを占めてしま
うと、誰も種採りできないでしょう。そしてゲ
ノム編集の種子も、まだはっきり決まってない
ですけど、特許になってくるんじゃないかなと
想定できます。

そもそもゲノム編集は何かというと、たとえ
ば甘いトマトがあったとします。でも日持ちし
ない。これを日持ちさせたいと思ったらどうす
るかというと、日持ちするトマトを探してくる
わけです。で交配させて遺伝子の変異を待つわ
けです。何回も何回もやって、ある時に遺伝子
が変異して、甘いけれど日持ちする品種が生ま
れる。生まれたらその品種を増やしていくとい
うのが従来の品種改良です。でもそんなことを
やってると何十年もかかるわけです。失敗も多
いので、これを確実にやるにはどうしたらいい
かというと、トマトが長生きをするためのタン
パク質は何かと調べるんです。たとえば亀は長
生きすると、その長生きする原因は何かと調
べ、その遺伝子をブチュっと切ってトマトの中
に入れ込むわけです。そうするとトマトが長持
ちするということになる。だから植物でなくて
もいいんです。虫でもなんでも遺伝子さえ見つ
ければいい。これが遺伝子組み換えの技術で、
現実には今のところ大豆とか菜種とかトウモ
ロコシなどにバクテリアの遺伝子を組み込ん
だりしています。

で、遺伝子組換えというのは外から遺伝子を
持っていくるものなので、日本国内でも一応規
制があるんです。どういうタンパクができるか
わからないので、書類上で審査をしてから国内
で出しますよということになってる。といって
も書類を作るのは開発した企業ですから、どこ
まで信ぴょう性あるかわからないですけど、少
なくともそういうルールはあるんです。もひと
つ表示義務というのがありますが、これもザル
のような表示義務で、99％は表示しなくていい
ようなものになってる。家畜の餌にしても食品
添加物にしても表示しなくてよくて、納豆や豆
腐や味噌のときだけ表示義務がある。こういう
状態なんですけど、今ヨーロッパとロシアと中
国は遺伝子組み換えに対して拒否しています。
どういうタンパク質ができてるかわからない
ようなリスクが高いものは国内で使わせるわ
けにいかんということです。こういう状態が続
いてきて、かつ大豆などはラウンドアップとい
う除草剤をまくために遺伝子組み換えをして
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る。機械で除草するには広すぎる畑で作ってる
ので、薬をまくわけです。でも世界的にラウン
ドアップの害が注目されて膨大な数の訴訟が
起きて、モンサントは立ち行かなくなってバイ
エルに身売りした。今はバイエルの株価が下が
ってます。

それに表示義務もありますから、遺伝子組み
換えをこれ以上広げるのは難しいということ
になってきてます。

■ ゲノム編集は安全？

そこで表示義務のないゲノム編集というの
を思いついたんです。

医療の技術から来たんですけれども、遺伝子
組み換えでは新しい遺伝子を組み込んできた
から問題が起きた。だったら、甘いトマトの中
にある腐る遺伝子を探して、それを壊すと日持
ちするトマトになるんです。

これは外から遺伝子を持ち込んでないし、新
しいタンパク質を生んでないので、安全審査に
かからないし表示義務がないというルールに
なってきたんです。先日の国会でそう決まった
わけです。日本では。

というのは、外来遺伝子は取り締まるカルタ
ヘナ法というのがあるんですが、外来じゃない
遺伝子については法律がないので取り締まら
ないと。EU は安全審査もするし表示もするけ
れど、日本とアメリカはしない方針です。

そうなるとしめたもので、今までは大豆とト
ウモロコシだけだったんですが、これからは今
まで入れにくかった野菜でもお米でもという
ことになります。だから今ゲノム編集がわーっ
と押し寄せてくると思われます。

── 企業の宣伝文句を聞いてると大丈夫そ
うかなという気がしてきますけど、ゲノム編
集はどこが問題なんでしょうか？

●それは僕らもわからないですが、ゲノム編集
はいちおう遺伝子の中のターゲットを狙って
そこだけ壊してることになってますが、その前
後もこわれてる可能性がある。そして遺伝子っ
て壊れると修復するので、修復した時に全くち
がう形に変異してる可能性がある。そこで何が
起きているか、未だにきちっとわかっていな
い。どういうアレルゲンが生まれてるかもわか
らない。だから食べ物でやるなら何年もかけて
調べていかないといけないのに、ただ外来遺伝
子を入れてないという理由だけで審査なしに
なっていて調べてない。それはおかしい。さん
ざん食べてから危険でしたと言われても困り
ますから。

でも、もう大豆やトウモロコシ、お米、ジャ
ガイモとか開発されてます。

■ 安全で安心な食べもの

── そうなると自分自身か自分が信頼出来
る人が育てたものを食べる方向しかなさそ
うですね。

●何が安全な食糧かというと自分でつくった
ものになります。本によく書いてますが、一億
人総兼業農家になればいいと。自分の家で野菜
をつくって食べれば、それが一番心の安心にも
つながります。

僕がなぜ IT の仕事から農業に移ったかとい
うと、自分の体と心の病気からはじまったんで
す。IT なんてやってると競争心で心がすさんで
くるんです。人から奪うことしか考えないです
から。ありもしない機能をプレゼンテーション
し、大して素晴らしくもない機能を立派なよう
に見せ、相手から金を奪うわけです。そういう
ことをやってきて、だんだんおかしいなと思う
わけです。TV でも同じです。こんだけまずいも
のをうまいと言って食わなきゃいけない。些細
なことですけど、そんなことがどんどんどんど
ん積み重なっていく。けっきょく誰かが儲ける
ためにやるわけですが、そうやってるとだんだ
ん心がすさんでくるし食べ物も荒れてくるの
で、体をこわすんです。それで 40 才の時だった
んですけど、一番安心できるものは自分で作る
ものだと思って、IT も TV も一切捨てて農業の
仕事に入って、自分の作ったものだけを食べて
生きていこうっていう世界に入っていったと
いうのがきっかけです。

── それは思い切った決断でしたね。

●はい。最初だいぶ苦しみました。お金が稼げ
ないですから、お金がなくなってきて借金がか
さみ差し押さえが起きるしみたいなどん底を
味わいました。でもひとつは心の支えがあった
んです。それは種を持ってると蒔けば増えるん
で、つまり食べ物を自分の力で生み出せるのは
すごく安心できる。よく仕事の話してて「食べ
られなくなる」とか言いますが、実際に食べる
のは食糧ですから、それを自分で確保できると
安心できるので、種を持ってることは心の安定
になるんだなとすごく感じました。

そしてやっぱり奪うことではなく与える生
き方をした方が心は安定するだろうと。

ただ農業もけっきょくは収奪型なんです。畑
のミネラルを奪ってしまう。だから肥料をやる
んです。それに対し、僕らは与えるんです。草
を生やして。それをすきこんで土に戻してい
く。つまり土地に対して何か与えるから、その
お礼として食べるものを畑からいただく。与え
るから与えられるっていうそういう農業をし
たかったんです。（＊岡本さんはこの秋に『続・
無肥料栽培を実現する本』を出したばかり。20
年間取り組んできた無肥料栽培をまとめた後
編。マガジンランド刊）そのためには農薬を使
わないとか肥料を使わないという特殊な農業
に自然となっていったんです。

── 有機農業といっても有機肥料を使うや
りかたは多いですけど、無肥料というのは思
い切った方法ですね。

●畑の草は勝手に生えてきますから、これを肥
料として使えばいいわけです。ミネラルは地下
の伏流水の水に入って流れてくるんです。それ
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を植物が加圧吸収するので、それを土に戻せば
ミネラルが土に入って、どんどん土をよくして
いく。そしたらお金がいらないんです。肥料も
いらない農薬もいらない。それがほんとの自給
農業です。それに種も買わないで自分で採る。
土地は必要ですけど自分の力だけで食べ物を
つくることができる。そういう考え方を広めた
いんです。

── みんながみんな米麦大豆野菜から味噌
醤油とか暮らしに必要なすべてのもの、たと
えば海から海水を汲んできて塩をつくると
か魚を獲るとか、すべてを一人が自給するの
は難しいので、友人知人や顔が見えて信頼で
きる仲間たちの間で、お互い分業的につくっ
てそれをまわしていくネットワークという
か人間関係ができるといいなと思うんです。

●そうですね。同じ考えを持ち、同じアイデン
ティティを持った人たちがつながればいいで
すね。そういう意味では SNS で距離が関係な
くつながれるので、効率よく結びつくことがで
きると思います。まずは気付いた人からやって
いくしかしょうがないですね。山本太郎さんの
れいわじゃないけど、小さいところから一人ひ
とりががんばっていくしかないです。ある時、
オセロがばーっとひっくり返るように、変わる
瞬間が来るんじゃないかと思います。

── その日が楽しみです。
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★たねのがっこう（空水ビオファーム）
https://www.soramizu.com/

★岡本商店
https://okamoto-s.stores.jp/
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